
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  ●主な変更点 

これまでも何度かお知らせしているとおり、農用地利用集積計画（以下、「集積計画」という。）

が農用地利用集積等促進計画（以下、「促進計画」という。）に統合されました。これにより、農地

の貸借については、 

① 農地中間管理事業による促進計画での貸借 

② 農地法３条による貸借 

のいずれかの方法となりますので、①での方法等について再度お知らせいたします。 

 

●関係機関の協力体制について 

 集積計画が促進計画へ統合されたことにより、農地中間管理事業の利用はますます増大して

いくことが予想されます。農地集積・集約化をスムーズに行っていくためには、関係機関で協力し

て農地中間管理事業を実施していくことが不可欠となります。 

島根県では、農林水産省からの通知を踏まえ２ページに記載の協力体制で農地中間管理事業

を実施していきたいと考えています。特に市町村や農業委員会の役割が今後より一層重要になる

と考えています。 

 

●農地中間管理事業の実施方法について 

農地中間管理事業は、これまで、借受希望者を募り、当該希望者に貸し付ける方式（公募方式）

により実施していましたが、令和５年の法律改正により地域計画を達成するためのツールとなり

ました。今後は、地域計画の内部を重点実施区域として農地中間管理事業を実施していくことと

なります。 

地域計画の外部での農地中間管理事業の実施については、原則として農業委員会から促進計

画の作成要請があった場合に実施していくこととします。 
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●農地中間管理事業の実施要件について 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

地域計画の内部 地域計画の外部 

・借受者が、借り受けた農地の全てを効率的に利用することができること 

・借受者が、必要な農作業に常時従事すること 

・促進計画の内容が地域計画の達成に

資すること 

・借受者が、原則として目標地図に位

置付けられていること 

【公社が借り入れる場合】 

・効率的な農作業が展開し得る程度にまと

まった、あるいはまとまる予定のおおむね

50㌃以上の農地であること 

【公社が貸し付ける場合】 

・新たに借り受ける農地と現に耕作を行っ

ている農地が、おおむね１㌶以上の団地を

形成すること 

２ 



●農地中間管理事業の事務手続きについて 

    協力体制にも記載していますが、今後、農地の権利設定において市町村や農業委員会の役割が

より重要なものとなってきます。特に農業委員会（農業委員・農地利用最適化推進委員）において

日々実施されている農地利用最適化活動に期待がなされているところです。 

    農地中間管理事業の実施においても、農業委員会の協力が不可欠になりますので、市町村等関

係機関と協力して農地中間管理事業の実施にご協力をお願いします。 

    事務の流れは、下記のとおりです。 

②借入・貸付関係
書類作成

①貸付・借受申出

③市町村・農業委
員会（事務局）の
意見

○地域計画・目標地図の
達成に資するかどうか

・・市町村
○借受者要件確認後意見

・・農業委員会

④促進計画案の作
成・同意申請

⑤促進計画案の決
定・認可申請

【市町村等⇒県公社】

【県または市町村⇒県公社】

⑥認可・公告
（県または

市町村）

促進計画手続きフロー図『一括方式の場合』
【地域計画区域内】

農業委員会へ通知

【県公社⇒県または市町村】

⑦公告通知

【所有者、借受希望者⇒市町村、農業委員会等】

【市町村等】

農地と受け手の
マッチング

【農業委員会、市町村等】
マッチングが
必要な場合

地権者及び耕作者からの
同意印の取得等、農業委
員会にもご協力をお願い
することもあります。市
町村等との役割分担のも
と、事業実施にご協力を
お願いします。

 ３ 



 

 
 

●農地利用の最適化の推進とは 

「農地等の利用の最適化の推進」は、農業委員会の最も重要な業務として位置付けられています。 

 

「農地等の利用の最適化の推進」とは・・・ 

担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生の防止・解消、新規参入の促進 

 

    農地を将来にも農地として守り、残し、活かすために 

    今、使われている農地を利用できるうちに、利用できる人に引き継ぐために、農地の貸し借りを

掘り起こし、農地中間管理事業と連携して、担い手に結びつけることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域計画の達成を目指し、地域の農地を守るため、今後は関係機関の協

力が必要不可欠となります。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 
 

＜経措＞別記様式例３－２［分割・一括方式共通］

第１　利用権設定(経営受委託、移転及び転貸を除く)関係
　１　各筆明細

(氏名又は名称) この計画に同意する。 (住所)　 〒

(フリガナ)

(電話番号)

(氏名又は名称) この計画に同意する。

緊急を要する時、甲に連絡がつかない場合の連絡先（ご親族等）があれば、下記を記載願います。

〒

上記確認しました

(続柄) (電話番号)

(住所)

(氏名
フリガナ

) 担当農業委員又は
最適化推進委員等

㊞

※自署の場合、印は不要

（同意印）

（共有割合） １／６ （共有割合）

（同意印）

住所
氏名又は

名称

権原の種類

住所 島根県△△市△△町９８７
氏名又は

名称
公社　次郎

権原の種類 相続権

氏名又は
名称

権原の種類
（同意印）

（共有割合） １／２ （共有割合）

利用権を設定する土地の甲以外の権原者等(D)

住所 島根県●●市●●町１２３－４５
氏名又は

名称
公社　花子

権原の種類 相続権
（同意印）

住所

2,400
玄米10

3,000 2,400計

6

5

使用貸借

4

施設野菜 R6.4.1 R10.3.31 4 0田 畑 1,200 600 使用貸借権3 更 ○○市 △△町 78

R6.4.1 R10.3.31 4 玄米10 賃貸借田 800 800 賃借権 水田

　金納の場合、乙は、毎年12

月28日までに甲が指定する金

融機関の預金口座に振り込む

ものとし、物納の場合は、毎

年10月末日まで(2の共通事項

で期限を決定した場合にあっ

てはこの限りでない。)に転

借人が直接甲に支払うものと

し、支払方法については２の

共通事項の(２)の(ウ)のとお

りとする。金納、物納につい

ての第1回目の支払い年度は

令和６年度とする。但し、使

用貸借の場合、上記内容につ

いてはこの限りではない。

賃貸借

2 更 ○○市 △△町 45-6 田

水田 R6.4.1 R16.3.31 10 3,000 2,400田 田 1,000 1,000 800 賃借権1 新 ○○市 △△町 123

借賃の
支払い方法市町村 町・大字 字 地番

登記簿 借入 作付 10aあたり 年額

利用権
の種類

内容 始期 終期
期間
(年)

借賃

(円又はkg)

利用権を設定する土地(A) 設定する利用権(B)
利用権の設定等

に係る当事者間

の法律関係(C)
備考農地

番号

新規

・

更新

所　　　在
登記
地目

現況
地目

面積（㎡）

利用権の設定を受ける者
(乙)

(住所)　〒690-0876

公益財団法人　しまね農業振興公社
(同意印)

島根県松江市黒田町432番地1

所有者番号 理事長　　島田　一嗣

（電話番号）
　　　　　　　0852-20-2871

○○○－○○○○

公社　太郎 (同意印)

島根県●●市●●町１２３－４５

コウシャ　タロウ

0852-○○-○○○○
(携帯番号)

090-○○○○-○○○○

金納、物納、使用貸借共通様式

促進計画(借入)
甲捨印 乙捨印

整
理
番
号

6 ― 000 ― 0001

利用権を設定する者
(甲)

公
社

公
社

公
社

公
社

そのために、農業委員会（農業委員・農地利用最適化推進委員）の下記活動が重要となります！ 

日常的な「農地の見守り活動」「農家への声かけ活動」を通じ 

① 農地の所有者等の意向把握 ＋ 地域の農地の状況把握 を行い 

② 地域の話し合いに参加し 

③ 出し手と受け手のマッチングを行う 

【貸借様式例】 
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